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１２次防及び建議における優良企業評価・公表に関する記載（抜粋） 
 
 
○第１２次労働災害防止計画（平成 25 年 2 月 25 日公示） 
 ４ 重点施策ごとの具体的取組 
 （３）社会、企業、労働者の安全・健康に対する意識変革の促進 
   ② 労働環境水準の高い業界・企業の積極的公表 
    ａ 労働環境水準の指標化 
     ・労働災害の発生状況や労働災害防止のための取組だけでなく、労働者の健康

に影響する項目を総合的・客観的に評価する指標を開発する。 
     ・快適職場調査（ソフト面）チェックシートなど、既に構築された成果を含め、

開発した指標を視覚化し、普及させる。 
    ｂ 労働環境水準の高い業界や企業の積極的公表 
     ・業界別や、個別企業の評価を労働災害防止団体や労働安全・衛生コンサルタ

ントなどの専門家が行い、企業の同意を得て、良い評価を得た企業は積極的

にホームページ等で公表することを推進し、求職者が労働環境の良い企業を

容易に把握できるようにする。 
 
 
○建議「今後の労働安全衛生対策について」（平成 25 年 12 月 24 日） 
 ２ 企業単位で安全・健康に対する意識変革を促進する仕組み 
  (1) 安全衛生水準の高い企業の評価・公表 
    労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水

準を維持・改善している企業が、より社会的に評価され、認知されるようにするこ

とで、企業の自主的な取組を促進し、労働者の安全や健康に対する社会全体の意識

を高めていく必要がある。 
  （対策の方向性） 
   ア 企業の安全衛生水準を国が客観的に評価し、高い評価を得た企業を公表する仕

組みを導入することが適当である。また、高い評価を得た企業に対する優遇措置

を設けることが適当である。 
   イ 仕組みを導入するに当たっては、国は評価方法について専門家の意見を十分に

聴くとともに、業種ごとの安全衛生水準の状況や、中小規模事業場の状況を十分

に勘案するべきである。 
 


